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○周波数割当計画（平成二十年総務省告示第七百十四号）の一部を変更する告示案の新旧対照表 

                                                           （傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現    行  

第１ 総則 第１ 総則  

１～８ （略） １～８ （同左）   

第２ 周波数割当表 

１～７ （略） 

第１表～第３表 （略） 

国内周波数分配の脚注 

J1～J123B （略） 

J123C 

 5030－5091MHzの周波数帯は、移動業務の5GHz帯無線アクセスシステム（電気通信業務用

、公共業務用、放送事業用、小電力業務用及び一般業務用）にも使用することができる。

5GHz帯無線アクセスシステムへの割当ては、別表11-2によることとし、この周波数帯の使

用は、2017年11月30日までに限る。 

J123D～J210 （略） 

第２ 周波数割当表 

１～７ （同左） 

第１表～第３表 （同左） 

国内周波数分配の脚注 

J1～J123B （略） 

J123C 

 5030－5091MHzの周波数帯は、移動業務の5GHz帯無線アクセスシステム（電気通信業務用

、公共業務用、放送事業用、小電力業務用及び一般業務用）にも使用することができる。

5GHz帯無線アクセスシステムへの割当ては、別表11-2によることとし、この周波数帯の使

用は、2012年11月30日までに限る。 

J123D～J210 （略） 

 

別表１～10－４ （略） 別表１～10－４ （同左）  

別表11 その他 別表11 その他  

別表11－１ （略） 別表11－１ （同左）  

別表11－２ ５GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の周波数表 別表11－２ ５GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局の周波数表 

 占有周波数帯幅が4.5MHz以下

の無線設備 

4912.5MHz、4917.5MHz、4922.5MHz、4927.5MHz、

4932.5MHz、4937.5MHz、4942.5MHz、4947.5MHz、

5032.5MHz、5037.5MHz、5042.5MHz、5047.5MHz、

5052.5MHz、5057.5MHz 

 占有周波数帯幅が4.5MHz以下

の無線設備 

4912.5MHz、4917.5MHz、4922.5MHz、4927.5MHz、

4932.5MHz、4937.5MHz、4942.5MHz、4947.5MHz、

5032.5MHz、5037.5MHz、5042.5MHz、5047.5MHz、

5052.5MHz、5057.5MHz 

 

 占有周波数帯幅が4.5MHzを超

え9MHz以下の無線設備 

4915MHz、4920MHz、4925MHz、4935MHz、4940MHz、

4945MHz、5035MHz、5040MHz、5045MHz、5055MHz 

 占有周波数帯幅が4.5MHzを超

え9MHz以下の無線設備 

4915MHz、4920MHz、4925MHz、4935MHz、4940MHz、

4945MHz、5035MHz、5040MHz、5045MHz、5055MHz 

 

 占有周波数帯幅が9MHzを超え

19.7MHz以下の無線設備 

4920MHz、4940MHz、4960MHz、4980MHz、5040MHz、

5060MHz、5080MHz 

 占有周波数帯幅が9MHzを超え

19.7MHz以下の無線設備 

4920MHz、4940MHz、4960MHz、4980MHz、5040MHz、

5060MHz、5080MHz 

 

 占有周波数帯幅が19.7MHzを

超え38MHz以下の無線設備 

4930MHz、4970MHz  占有周波数帯幅が19.7MHzを

超え38MHz以下の無線設備 

4930MHz、4970MHz  

 この表の周波数の使用は上空を除く。  

別表11－３及び11－４ （略） 別表11－３及び11－４ （同左） 

国際周波数分配の脚注 （略） 国際周波数分配の脚注 （同左） 

第３・第４ （略） 第３・第４ （同左） 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

別紙３ 


